
JP 2012-507351 A5 2012.6.7

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成24年6月7日(2012.6.7)
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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月6日(2012.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の外傷に閉鎖力を提供する減圧創傷閉鎖システムにおいて、当該減圧創傷閉鎖シス
テムが：
　前記外傷の縁部に隣接する前記患者の表皮の第１の部分に脱着可能に取り付ける第１の
取付部材と；
　前記外傷の縁部に隣接する前記患者の表皮の第２の部分に脱着可能に取り付ける第２の
取付部材であって、前記第１の取付部材が前記第２の取付部材と間隔をあけて配置される
第２の取付部材と；
　前記第１の取付部材と前記第２の取付部材に連結され、減圧下で収縮するように機能し
うる密閉収縮性部材と；を具えており、
　減圧が前記密閉収縮性部材に供給されたときに、前記第１の取付部材と前記第２の取付
部材の間に閉鎖力が生じることを特徴とする減圧創傷閉鎖システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の減圧創傷閉鎖システムがさらに、前記第２の取付部材に連結された減
圧インタフェースを具えることを特徴とする減圧創傷閉鎖システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の減圧創傷閉鎖システムにおいて、
　前記第１の取付部材が、第１のベース部材と第１の接着剤を具えており；
　前記第２の取付部材が、第２のベース部材と第２の接着剤を具えることを特徴とする減
圧創傷閉鎖システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の減圧創傷閉鎖システムがさらに、前記第１のベース部材に連結された
壁部材と、当該壁部材に連結された減圧インタフェースとを具えることを特徴とする減圧
創傷閉鎖システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の減圧創傷閉鎖システムにおいて、前記密閉収縮性部材が：
　第１の面と、第２の患者に面する面と、外周縁部を有する収縮性マニホールド材と；
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　当該収縮性マニホールド材の前記第１の面と隣接して配置される第１のシール部材と；
　前記収縮性マニホールド材の前記第２の患者に面する面と隣接して配置される第２のシ
ール部材と；
　前記収縮性マニホールド材の前記外周縁部と接して配置される外周シール部材と；を具
えており、
　前記第１のシール部材、第２のシール部材、および外周シール部材が、前記収縮性マニ
ホールド材を空気圧で密閉するように機能しうることを特徴とする減圧創傷閉鎖システム
。
【請求項６】
　請求項５に記載の減圧創傷閉鎖システムにおいて、前記外周シール部材が、第３のシー
ル層を具えることを特徴とする減圧創傷閉鎖システム。
【請求項７】
　請求項５に記載の減圧創傷閉鎖システムにおいて、前記外周シール部材が、壁部を具え
ることを特徴とする減圧創傷閉鎖システム。
【請求項８】
　請求項１に記載の減圧創傷閉鎖システムにおいて、前記第１の取付部材が：
　第１の面と、第２の内向きの面を有する第１のベース部材と；
　当該第１のベース部材に連結された第１の壁部と；
　前記第１のベース部材の前記第２の内向きの面に連結された第１の接着剤とを具えるこ
とを特徴とする減圧創傷閉鎖システム。
【請求項９】
　患者の外傷に閉鎖力を提供する減圧創傷閉鎖システムにおいて、当該減圧創傷閉鎖シス
テムが：
　前記外傷の縁部に隣接する前記患者の表皮に脱着可能に取り付ける複数の取付部材と；
　当該複数の取付部材に連結される外周壁であって、前記外傷に近接して配置される外周
壁と；
　当該外周壁の少なくとも一部分に連結され、減圧下で収縮するように機能しうる密閉収
縮性部材と；
　当該密閉収縮性部材に流体連結され、減圧を前記密閉収縮性部材に送達するように機能
しうる減圧源と；を具えており、
　減圧が当該減圧源によって前記密閉収縮性部材に供給されると、閉鎖力が生じることを
特徴とする減圧創傷閉鎖システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の減圧創傷閉鎖システムにおいて、前記外周壁が、ポリプロピレンを含
むことを特徴とする減圧創傷閉鎖システム。
【請求項１１】
　請求項９に記載の減圧創傷閉鎖システムにおいて、前記外周壁が、硬質のシリコーンを
含むことを特徴とする減圧創傷閉鎖システム。
【請求項１２】
　請求項９に記載の減圧創傷閉鎖システムにおいて、前記複数の取付部材の各取付部材が
、第１のベース部材と第１の接着剤を具えることを特徴とする減圧創傷閉鎖システム。
【請求項１３】
　請求項９に記載の減圧創傷閉鎖システムにおいて、前記密閉収縮性部材が：
　第１の面と、第２の内向きの面と、外周縁部とを有する収縮性マニホールド材と；
　当該収縮性マニホールド材の前記第１の面と隣接して配置される第１のシール部材と；
　前記収縮性マニホールド材の前記第２の内向きの面と隣接して配置される第２のシール
部材と；
　前記収縮性マニホールド材の前記外周縁部と隣接して配置される外周シール部材と；を
具えており、
　前記第１のシール部材、第２のシール部材、および外周シール部材が、前記収縮性マニ
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ホールド材を空気圧で密閉するように機能しうることを特徴とする減圧創傷閉鎖システム
。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の減圧創傷閉鎖システムにおいて、前記外周シール部材が、第３のシ
ール部材を具えることを特徴とする減圧創傷閉鎖システム。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の減圧創傷閉鎖システムにおいて、前記外周シール部材が、壁部を具
えることを特徴とする減圧創傷閉鎖システム。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の減圧創傷閉鎖システムにおいて、前記複数の取付部材がそれぞれ：
　第１の面と、第２の内向きの面を有する第１のベース部材と；
　当該第１のベース部材に連結された第１の壁部と；
　前記第１のベース部材の前記第２の内向きの面に連結された第１の接着剤とを具えるこ
とを特徴とする減圧創傷閉鎖システム。
【請求項１７】
　患者の外傷に閉鎖力を提供し、組織部位に減圧を送達する、減圧による創傷閉鎖および
治療システムにおいて、当該減圧による創傷閉鎖および治療システムが：
　創傷閉鎖サブシステムであって：
　　前記外傷の縁部と隣接する前記患者の表皮の第１の部分に脱着可能に取り付ける第１
の取付部材と、
　　前記外傷の縁部と隣接する前記患者の表皮の第２の部分に脱着可能に取り付ける第２
の取付部材であって、前記第１の取付部材が前記第２の取付部材と間隔をあけて配置され
る第２の取付部材と、
　　前記第１の取付部材と前記第２の取付部材に連結され、減圧下で収縮するように機能
しうる密閉収縮性部材と、
　　第１の減圧を前記密閉収縮性部材に送達するように機能しうる閉鎖用の減圧源とを具
えており、
　　前記第１の減圧が前記密閉収縮性部材に供給されると、前記第１の取付部材と前記第
２の取付部材の間に閉鎖力が生じる創傷閉鎖サブシステムと、
　減圧治療サブシステムであって：
　　前記組織部位と隣接して位置し、減圧を分配したり流体を受け取るように機能しうる
マニホールドと、
　　前記患者の表皮に配置して、前記マニホールドの上に空気シールを形成するように機
能しうるシール部材と、
　　第２の減圧を前記マニホールドに送達するように機能しうる治療用の減圧源とを具え
る減圧治療サブシステムとを具えることを特徴とする減圧による創傷閉鎖および治療シス
テム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の減圧による創傷閉鎖および治療システムにおいて、前記閉鎖用の減
圧源が、前記治療用の減圧源を具えることを特徴とする減圧による創傷閉鎖および治療シ
ステム。
【請求項１９】
　請求項１７に記載の減圧による創傷閉鎖および治療システムにおいて、前記閉鎖用の減
圧源および前記治療用の減圧源が：
　減圧ユニットと；
　減圧インタフェースと；
　前記減圧ユニットと前記減圧インタフェースを流体連結するように機能しうる減圧送達
導管と；を具え、
　前記減圧インタフェースは前記マニホールドと流体連結するように機能し；
　前記密閉収縮性部材と前記マニホールドを流体連結するように機能しうる減圧コネクタ
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を具えることを特徴とする減圧による創傷閉鎖および治療システム。
【請求項２０】
　請求項１７に記載の減圧による創傷閉鎖および治療システムにおいて、前記閉鎖用の減
圧源と前記治療用の減圧源が：
　減圧ユニットと；
　減圧インタフェースと；
　前記減圧ユニットと前記減圧インタフェースを流体連結するように機能しうる減圧送達
導管と；を具え、
　前記減圧インタフェースは前記密閉収縮性部材と流体連結するように機能し；
　前記密閉収縮性部材と前記マニホールドを流体連結するように機能しうる減圧コネクタ
を具えることを特徴とする減圧による創傷閉鎖および治療システム。
【請求項２１】
　請求項１７に記載の減圧による創傷閉鎖および治療システムにおいて、前記第２の減圧
が、－１００ｍｍＨｇ乃至－３５０ｍｍＨｇであることを特徴とする減圧による創傷閉鎖
および治療システム。
【請求項２２】
　患者の外傷に閉鎖力を提供する減圧創傷閉鎖システムの製造方法において、当該方法が
：
　前記外傷の縁部に隣接する前記患者の表皮の第１の部分に脱着可能に取り付ける第１の
取付部材を形成するステップと；
　前記外傷の縁部に近接する前記患者の表皮の第２の部分に脱着可能に取り付ける第２の
取付部材を形成するステップと；
　減圧下で収縮するように機能しうる密閉収縮性部材を形成するステップと；
　減圧インタフェースを形成するステップとを具えることを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の製造方法がさらに、前記密閉収縮性部材を前記第１の取付部材と前
記第２の取付部材に連結するステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の製造方法がさらに、前記減圧インタフェースを前記密閉収縮性部材
に流体連結するステップを具えることを特徴とする製造方法。
【請求項２５】
　請求項２２に記載の製造方法がさらに、外周壁を形成し、当該外周壁を前記第１の取付
部材と前記第２の取付部材に連結するステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項２６】
　請求項２２に記載の製造方法において、前記密閉収縮性部材を前記第１の取付部材と前
記第２の取付部材に連結するステップが、前記密閉収縮性部材を前記外周壁の少なくとも
一部分に連結するステップを具えることを特徴とする方法。
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